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（評価書の要旨） 

テーマ名 既存住宅流通市場の活性化 担当課 

（担当課長名） 

土地・建設産業局不動

産業課 

（須藤 明夫） 

住宅局住宅政策課 

（三浦 逸広） 

評価の目的、 

必要性 

住宅ストック数が世帯数を上回り、空き家が増加。今後、人口減少に伴い、世

帯数も減少局面を迎えることから、一層、空き家の増加が見込まれており、国民

の多様なニーズに合った住生活及び安全・良質で安心できる住環境を実現する観

点からも、住宅ストックの活用が求められている。 

しかし、我が国の全住宅流通量に占める既存住宅（住宅ストック）の流通シェ

アは約１４.５％であり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸

国と比べると１／６程度であり、依然として低い水準である。 

このため、土地・建設産業局及び住宅局で講じた施策の進捗状況及びその成果

を様々な角度から分析し、課題を明らかにすることで、確実な既存住宅流通市場

の活性化を図っていくことが必要である。 

対象政策 国土交通行政分野における住宅市場及び不動産市場のさらなる発展に資する

政策として、既存住宅流通市場の活性化に係る政策を評価対象とする。 

評価の視点 国土交通省がこれまで取り組んできた施策について評価を実施した上で課題

を整理。 

① 既存住宅流通市場における仲介の円滑化・適正化 

② 売手及び買手への支援 

③ 住宅ストックの「質」の向上 

評価手法 以下の手法により評価を実施し、国土交通省のこれまでの取組により、国民の

多様なニーズに合った住生活の実現及び安全・良質で安心できる住環境の実現に

どの程度貢献したのかという観点から進捗状況の把握及び課題分析を行う。 

① 既存の統計データの活用 

② 関係団体及び個別宅建業者へのヒアリング等 

評価結果 【仲介の円滑化・適正化】 

〇 建物評価方法の指針の策定 

⇒指針に基づき「価格査定マニュアル」が改定され、宅建業者は合理的な査定が

可能に。流通促進に一定の効果が見られたが、金融機関の評価に課題あり。 

〇 全国版空き家・空き地バンクの構築 

⇒空き家物件をワンストップで検索可能となり、一定の普及・利用が図られてい

るものの、参加自治体数は微増状態。 

〇 低廉物件の媒介報酬額の上限を見直し 

⇒特に地方部において活用頻度が高い。さらなる報酬額の見直しの声がある。 

〇 IT 重説に係る社会実験の実施 

⇒本格運用を開始した賃貸取引の IT 重説はメリットが報告されている。社会実
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験実施中の売買取引の IT 重説については現時点で十分な実績が得られていな

い。 

【既存住宅の売手及び買手への支援】 

〇 宅地建物取引業法の改正によるインスペクション業者のあっせん 

⇒インスペクションの一定の利用は図られているが、認知度の低さ等が課題。 

〇 消費者への不安払拭 

⇒「安心Ｒ住宅」や住宅リフォーム事業者団体登録制度等を創設。制度の普及の

ために一層の周知等が必要。 

【住宅ストックの「質」の向上】 

〇 住宅の質の向上に寄与する建て替えやリフォームに対する支援 

⇒長期優良住宅の認定や買取再販に対して、税制や補助による支援を実施。一定

の実績がみられるも、制度のさらなる利用の促進が必要。 

政策への 

反映の方向 

〇 既存住宅の評価等の一体的な仕組みに対する支援 

⇒新たにリリースしたＲＣ版の周知・普及活動に合わせて、引き続き、制度の周

知・普及活動を行う必要がある。 

⇒宅建業者や金融機関等が連携し、適切な維持管理が資産価値評価や金融機関の

審査等に反映されるような仕組みを一体的に開発・普及等する取組に対して支援

する。 

 

〇 空き家等のさらなる取引円滑化 

⇒全国版バンクの物件入力の負担軽減に向けた方策及び機能拡充案について検

討し、参加自治体数及び公開件数の増加に伴うマッチング数の向上を図る。 

⇒空き家等の流通促進のモデル的な取組を行う団体等への支援の取組事例から

成功要因を分析・整理し、全国の自治体や空き家利活用事業団体等に対して横展

開を図る。 

 

〇 取引の非対面化に向けて 

⇒売買取引時における IT 重説の社会実験を継続して実施し、アンケート調査結

果等を踏まえて、非対面化に向けた検証・検討を進める。 

⇒重要事項説明に際して対面原則の見直しとともに、書面の電子化の可否等につ

いても検討を進める必要がある。 

 

〇 インスペクション制度の普及促進の検討 

⇒現行制度の課題を分析し、認知度向上や理解を深めるための方策を検討する。 

⇒買主によるインスペクションの利用を促進するため、インスペクションの結果

を活用し、既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、住宅ローン減税の適用が

出来ること等の周知を行う。 

⇒宅建業者が簡易に既存住宅状況調査技術者を検索できるサイトの構築により

マッチングを図る。 
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〇 消費者への不安払拭 

⇒「安心Ｒ住宅」の認知度を高めるために、様々な機会や各種媒体を通じた周知

を行うとともに、事業者の業務の円滑化等に対する団体の取組に対して支援する

ことを検討する。 

⇒住宅リフォーム事業者団体登録制度の認知度を高めるために、制度の内容等を

紹介したリーフレットの配布等、様々な機会や各種媒体を通じた周知を行う。 

⇒住宅購入後の保証制度を求める消費者の声が多いことを宅建業者に集中的に

啓発する等により、買主及び売主に瑕疵保険の存在を周知し、瑕疵保険付保への

関心を高める取組を検討する。 

 

〇 住宅ストックの「質」の向上 

⇒長期優良住宅（増改築）の認定の取得を促進を図るため、引き続き税制や補助

による支援を通じて、その取得促進を図る。 

⇒さらなる利用の促進に向けて、事業内容の充実のほか、様々な機会や各種媒体

を通じた周知を行うとともに、省エネ性能に関する要件の見直しなどを図る。 

⇒エンドユーザーである買取再販住宅の買主への周知が必要であるため、今後

は、買取再販住宅の販売者である宅建業者を通じて、買主への周知を行い、認知

度向上を図る方針である。 

第三者の 

知見の活用 

本政策レビューの実施に当たっては、学識経験者等からなる「国土交通省政策

評価会」（座長：上山信一 慶應義塾大学総合政策学部教授）より助言を頂くとと

もに、評価会委員の中から本件の担当となった佐藤主光委員（一橋大学大学院経

済学研究科・政策大学院教授）及び白山真一委員（上武大学ビジネス情報学部教

授、公認会計士）より個別指導を受けた。 

実施時期 令和元年度 
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序章 評価の概要 

１．評価の目的、必要性 

 住宅ストック数が世帯数を上回り、空き家が増加。今後、人口減少に伴い、世帯数も減少局面を迎

えることから、一層、空き家の増加が見込まれており、国民の多様なニーズに合った住生活及び安

全・良質で安心できる住環境を実現する観点からも、住宅ストックの活用が求められている。 

しかし、我が国の全住宅流通量に占める既存住宅（住宅ストック）の流通シェアは約１４.５％で

あり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国と比べると１／６程度であり、依然と

して低い水準である。 

このため、土地・建設産業局及び住宅局で講じた施策の進捗状況及びその成果を様々な角度から

分析し、課題を明らかにすることで、確実な既存住宅流通市場の活性化を図っていくことが必要で

ある。 

 

２．対象政策 

 国土交通行政分野における住宅市場及び不動産市場のさらなる発展に資する政策として、既存住

宅流通市場の活性化に係る政策を評価対象とする。 

 

３．評価の視点 

 国土交通省がこれまで取り組んできた施策について評価を実施した上で課題を整理。 

① 既存住宅流通市場における仲介の円滑化・適正化 

② 売手及び買手への支援 

③ 住宅ストックの「質」の向上 

 

４．評価手法 

 以下の手法により評価を実施し、国土交通省のこれまでの取組により、国民の多様なニーズに合

った住生活の実現及び安全・良質で安心できる住環境の実現にどの程度貢献したのかという観点か

ら進捗状況の把握及び課題分析を行う。 

① 既存の統計データの活用 

② 関係団体及び個別宅建業者へのヒアリング等 

 

５．第三者の知見の活用 

本政策レビューの実施に当たっては、学識経験者等からなる「国土交通省政策評価会」（座

長：上山信一 慶應義塾大学総合政策学部教授）より助言を頂くとともに、評価会委員の中から本

件の担当となった佐藤主光委員（一橋大学大学院経済学研究科・政策大学院教授）及び白山真一

委員（上武大学ビジネス情報学部教授、公認会計士）より個別指導を受けた。 
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第１章 我が国における住宅の現状 

 本章では我が国における住宅の現状について整理する。具体的には、住宅をめぐる現状、居住

をめぐる現状、住宅市場の現状を述べる。 

１．住宅をめぐる現状 

 本節では住宅をめぐる現状を整理する。具体的には、住宅政策の変遷、住宅ストックと空き家の

現状について述べる。 

（１）住宅政策の変遷 

 本項では戦後から現在に至るまでの住宅政策の変遷について述べる。 

 

 戦後の我が国の住宅政策は、公営住宅制度、日本住宅公団（現・独立行政法人都市再生機構）、住

宅金融公庫（現・独立行政法人住宅金融支援機構）等による住宅及び住宅資金の直接供給のための

政策手法を柱として、住宅建設計画法に基づく８次にわたる住宅建設五箇年計画の下で住宅の「量」

の確保を図ることを通じて、深刻な住宅不足の解消や居住水準の向上等を推進してきた。 

 しかしながら、少子高齢化の急速な進行等の社会経済情勢の変化に伴い新たな課題への対応が求

められる中で、住宅及び居住環境の「質」については不十分であり、また、住宅の確保や居住の安

定に配慮を要する者が多様化する中で、公平かつ的確な住宅セーフティネットの確保を図っていく

ことが求められている。 

 このような状況を踏まえ、住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備する

とともに、国民の住生活の「質」の向上を図る政策への本格的な転換を図る観点から、平成 18 年６

月、「住生活基本法」が制定され、平成 18 年９月、住生活基本法に基づき、同法に掲げられた基本

理念や基本的施策を具体化し、それを推進していくための基本的な計画である住生活基本計画（全

国計画）が策定された。 

 住生活基本計画は、おおむね５年毎に見直すこととされており、社会資本整備審議会住宅宅地分

科会における議論を踏まえ、住生活基本計画が閣議決定されてきたところである（平成 21 年３月

一部変更、平成 23年３月全部変更、平成 28年３月 18日全部変更） 

 平成 28 年３月に見直された現行の住生活基本計画では、平成 28 年度から平成 37 年度までを計

画期間として、少子高齢化・人口減少社会を正面から受け止めた、今後 10 年間の新たな住宅政策

の方向性が示されており、「住宅ストック」「居住者」「産業・地域」の３つの視点から、国民それぞ

れのニーズに合った住生活や、安全・良質で安心できる住環境を実現できるよう、取組を推進する

こととしている。 

 まず、「住宅ストック」の視点からは、住宅すごろく（住宅購入でゴール住宅）を超えて、適切な

維持管理やリフォームの実施により、住宅の価値が低下せず、魅力が市場で適切に評価され流通す

ることにより、資産として次の世代に承継されていくことや、リフォーム投資の拡大と住み替え需

要の喚起により、多様な居住ニーズや人口減少時代の住宅市場に対応していくこととされている。

また、耐震性を充たさない住宅、省エネ性を充たさない住宅やバリアフリー化されていない住宅等

の建替えやリフォームなどにより、安全で質の高い住宅ストックに更新していくこととしている。

併せて、急増する空き家については、利用できるものは利用し、除却すべきものは除却するという

考えのもと取組を推進することとしている。 

 このほか、「居住者」の視点からは、若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らすことができる住

生活の実現、住宅の確保に特に配慮を要する方の居住の安定確保に向けた取組を推進することとし

ている。さらに、「産業・地域」の視点からは、強い経済の実現と住宅地の魅力の維持・向上に向け、

住生活産業の成長を促進するとともに、質の良い居住環境やコミュニティ形成を促進することとし

ている。 
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H18
2006

S20
1945

S50
1975

H12
2000“住宅難の解消” “量の確保から質の向上へ” “市場機能・ストック重視へ” “豊かな住生活の実現”

（S26：1951）
公営住宅

限度額家賃制度

【住宅に困窮する低額所得者に対し、

低廉な家賃の住宅を供給】

（H8：1996）
・応能応益家賃制度

・買取り、借上げ方式

（H17：2005）
地域住宅交付金

制度の創設

（H19：2007）

住宅セーフティネット法
の制定

（H5：1993）

中堅所得者向け特定優良
賃貸住宅制度

高齢者住まい法制定 （H13：2001）
（H21：2009）

高齢者住まい法一部改正

【住宅施策と福祉施策の連携】
高齢者向け優良賃

貸住宅制度

日本住宅公団 都市基盤整備公団住宅・都市整備公団

（S30：1955） （H11：1999）（S56：1981）

宅地開発公団と統合
【大都市地域における不燃住宅の集団

的建設と大規模宅地開発】
分譲住宅から撤退

都市再生機構
（H16：2004）

・民間供給支援にシフト

・新規ニュータウン事業から撤退

・地域公団（地方都市整備）と統合

（S33：1958）
住宅総数 1,793万戸
総世帯数 1,865万世帯
総 人 口 9,177万人

（S43：1968）
2,559
2,532

10,133

（S48：1973）
3,106
2,965

10,910

（S53：1978）
3,545
3,284

11,519

（S63：1988）
4,201
3,781

12,275

（H10：1998）
5,025
4,435

12,647

（H15：2003）
5,389
4,726

12,762

（H20：2008）
5,759
4,997

12,769

戦災・引揚者等による

約420万戸の住宅不足

全国の住宅総数が

世帯総数を上回る

全都道府県で住宅総数

が世帯総数を上回る

最低居住水準未満世帯

が１割を下回る

全国の世帯の約半分が

誘導居住水準を達成

（H22：2010）

12,806

人口ピーク

（H12：2000）

（S25：1950）
住宅金融公庫

【長期低利資金の融資による住宅建設の促進】

融資を通じて

住宅の質を誘導
証券化支援事業（2003.年10月～）

（H19：2007）

住宅金融支援機構

住宅建設五箇年計画
（S41：1966）

五箇年間の住宅建設目標

（公的資金住宅の事業量）

【総合的な計画の策定により、

住宅建設を強力に推進】

居住水準

の目標

３期（S51：1976）

・最低居住水準

・平均居住水準

住環境

水準目標

４期（S56：1981）

誘導居住

水準目標

５期（S61：1986）

・住宅性能水準（バリアフリー化目標）

・増改築見通し

８期（H13：2001）
住生活基本法の制定

（H18：2006）

住生活基本計画

計画の
見直し

（H23：2011）

（H14：2002制定）

マンション管理適正化法

【マンション管理士資格の創設、

管理業者の登録制度等】

マンション建替え円滑化法

区分所有法一部改正

【マンション建替組合の設立、権利変換手続等】

【大規模修繕・建替えの決議要件の緩和等】

（H19：2007制定）住宅瑕疵担保履行法

（H20：2008制定）長期優良住宅法

（H20：2008改正）

省エネ法一部改正

【住宅の長寿命化】

【省エネ措置の届出義務の強化】

（H3：1991）

定期借地制度

(H12：2000）

定期借家制度

（H10：1998）

建築基準の性能規定化
（H12：2000）

住宅品確法
【設計の自由度の拡大・高コスト構造の是正】

【住宅の品質確保・消費者利益の保護】
（S54：1979制定）

省エネ法

【建築主の省エネ措置を推進】

（1992,1998,2002,2005改正）

（S40：1965）

地方住宅供給公社

【積立分譲制度等による中堅

勤労者向け住宅の供給】

耐震改修促進法 （H7：1995制定）

（H17：2005、H25：2013改正）

都市低炭素法

（H24：2012制定）

（H26：2014改正）

空家等対策の推進に関する特別措置法

（H26：2014制定）

都市再生特別措置法等
の一部を改正する法律

（H26：2014改正）

【コンパクトなまちづくりの推進】

建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律

（H27：2015制定）

（H25：2013）
6,063
5,245

12,730

計画の
見直し

（H28：2016）

（H28：2016改正）

【住宅団地の再生】

宅地建物取引業法の一部を改正する法律

（H28：2016改正）

【インスペクションの促進】

住宅セーフティネット法
の一部を改正する法律

（H29：2017）

【住宅確保要配慮者向け
賃貸住宅の登録制度】

建築基準法の一部を改正する法律（H30：2018改正）

（R元：2019改正）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-1 住宅政策の制度的枠組みの変遷 

図 1-1-2 住生活基本法と住生活基本計画 
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（２）住宅ストックの現状 

 本項では住宅ストックの現状を整理する。 

①住宅ストック数の推移 

 住宅ストック数の推移を世帯総数と比較を見ると、昭和 43 年に、全国で世帯総数が 2,532 万世

帯であったのに対し、住宅ストック数は 2,559 万戸と昭和 33 年の調査開始以降初めて上回り、昭

和 48年には全都道府県で住宅ストック数が世帯総数を上回った。 

 平成 30 年の住宅ストック数は 6,240 万戸となっており、総世帯数の約 5,400 万世帯に対して約

16％高く、量的には充足している。 

また、居住されている住宅ストック数 5,362 万戸（平成 30 年）を所有の関係別で見ると、持家が

3,272 万戸で６割、借家が 1,906 万戸で４割となっており、床面積における所有の関係別を見ると、

持家が 3,920 百万㎡で８割、借家が 892 百万㎡で２割となっており、持家が大きく上回っている。 

（出典：平成 30 年住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②住宅の品質（耐震性、バリアフリー、省エネルギー性能） 

 耐震性・バリアフリー・省エネルギー性能の対応状況毎に住宅ストック数を見ると、居住してい

る住宅ストックのうち、耐震性のない住宅は約 900 万戸と推計されており、耐震改修や耐震性能を

向上させるための建替えが重要である。 

 また、バリアフリー・省エネルギー性能をいずれも満たさない住宅が約 2,200 万戸あると推計さ

れており、リフォーム等による性能の向上も重要である。 
 

図 1-1-3 住宅ストック数と世帯数の推移 
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③建築年代別ストック数（建て方別、所有別） 

 居住されている住宅ストック数約 5,362 万戸（平成 30 年）を建築年代別に見ると、昭和 55 年以

前に建築された住宅ストックは 1,160 万戸存在し、昭和 56 年以降に建築された住宅ストックは

3,612 万戸存在している。 

 

 

 

図 1-1-4 住宅ストックの姿（耐震性・バリアフリー・断熱性の対応状況毎） 

図 1-1-5 建築年代別の住宅ストック総数 
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④地域別住宅ストック数（建物種類別・築年数別） 

 １世帯当たりの住宅数を都道府県別に見ると、全国の 1.16 ポイントに比べ、住宅総数の上位 10

都道府県は 1.14 ポイントと 0.02 ポイント低くなっているが、下位 10県は 1.18 ポイントと 0.02 ポ

イント高くなっている。 

居住されている住宅ストック数の建物種類別を都道府県別に見ると、住宅総数の上位 10都道府県

の合計では共同住宅の割合が 53.1％と半数以上を占めるのに対し、下位 10県の合計では一戸建て

の割合が７割を超える。 

 

 

 

 

 住宅ストックを大都市（東京都・大阪府）と、住宅ストック数が少ない県の中で、空き家の「そ

の他の住宅」が最も多い高知県と、東日本で最も住宅ストック数が少ない秋田県とで比較すると、

東京都・大阪府は非木造の共同建が多く、秋田県・高知県は木造の一戸建て・長屋建が多い。また、

東京都は、築 20 年以内の住宅（非木造の共同建）が他の地域に比べて多い。 

 

 

 

    図 1-1-6 住宅総数上位 10 都道府県          図 1-1-7 住宅総数下位 10 県 

図 1-1-8 建物種類別・築年数別の住宅ストック数 
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（３）空き家の現状 

 本項では空き家の現状を分析し整理する。また活用・流通可能な空き家について推計し述べる。 

①空き家数・空き家率の推移 

 空き家の状況を見ると、空き家の総数は平成 10年に 576 万戸であったものの、平成 30年におい

て 849 万戸となり、平成 10 年から平成 30 年の 20年間で約 1.5 倍に増加している。 

 空き家の種類別内訳を見ると、「賃貸用又は売却用の住宅」「二次的住宅」を除いた、「その他の住

宅（以下、「その他の住宅」という）」がこの 20年で約 1.9 倍（平成 10年：182 万戸→平成 30年：

349 万戸）に増加している。 

 なお、その他の住宅の 349 万戸のうち、「一戸建て（木造）」が最も多く、持ち家ストックに占め

るその他の住宅率は 平成20年の7.7％から平成30年で9.4％となり、1.7ポイント上昇している。 

また、平成 25年の空き家数（820 万戸）のうち活用可能な空き家数を推計してみると、その他の

住宅（318 万戸）の中で、「耐震性がある住宅」が 184 万戸となり、このうち「腐朽・破損がない住

宅」が 103 万戸、さらにこのうち「駅から１km 以内の住宅」が 48 万戸となっており、これらの住

宅については活用可能と考えられる。 

 

 

 

 

②地域別その他の住宅率 

 住宅ストック数に占めるその他の住宅率の全国平均は 5.6％となり、地域別で見ると、高知県

（12.8％）、鹿児島県（12.0％）、和歌山県（11.2％）等において 10％を超えているなど、西日本を

中心に高い傾向にある。 

 平成 20年には 10％を超える都道府県はなかったものの、平成 30年には６県に増加している。 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-9 空き家の現状－推移と種類別内訳 
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③都市計画区分別その他の住宅数・率（戸建て） 

 その他の住宅のうち約７割を占める戸建て（231 万戸（平成 25 年））の割合を都市計画区分別で

見ると、都市計画区域内の線引区域内が 123 万戸で 54％、都市計画区域内の非線引区域内が 63 万

戸で 27％、都市計画区域外が 44 万戸で 19％となり、住宅ストック（戸建て）に比べ都市計画区域

外の割合が高い。 

 都市計画区分ごとに戸建ての住宅ストックに占めるその他の住宅率を見ると、線引都市計画区域

内が 5.6％、非線引都市計画区域内が 9.4％、都市計画区域外が 13.9％となっており、都市計画区

域外の割合が高い。 

 

図 1-1-10 空き家の構成比とその他の住宅率（都道府県別） 

図 1-1-11 その他の住宅率の推移 
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図 1-1-12 都市計画区分別その他の住宅数・住宅率（戸建て） 
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２．居住をめぐる現状 

 本節では居住をめぐる現状を整理する。具体的には、社会経済情勢や消費者ニーズの変化につい

て述べる。 

（１）社会経済情勢の変化 

 本項では住宅を取りまく社会経済情勢の変化について整理する。具体的には人口や世帯などの推

移を述べる。 

①人口の変化 

 我が国の人口と世帯数を見ると、人口は平成 20年（2008 年）の 128,084 千人をピークに減少し、

令和 46 年（2065 年）には 88,077 千人になると推計されている。 

 世帯数は平成 27年（2015 年）の 53,332 千世帯まで増加を続けており、令和４年（2023 年）にピ

ークである 54,189 千世帯となって以降は減少に転じていくと推計され、令和 21年（2040 年）には

50,757 千世帯へ減少していくと推計される。 

 

 

 

 

 

②世帯の形態の変化 

 世帯の形態の変化を見ると、単身高齢者世帯は増加し、2030 年には約 800 万世帯に迫る見通しで

あり、高齢者夫婦世帯も増加し、単身高齢者世帯と合わせると 2015 年の 1,253 万世帯から 2030 年

には約 1,500 万世帯になる見通しとなる。 

 

図 1-2-1 人口・世帯数の推移・将来推計 
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③共働き等世帯数の変化 

 共働き世帯の変化を見ると、昭和 55 年では男性雇用者と無職の妻から成る世帯が 1,114 万世帯

となっていたのに対し、雇用者の共働き世帯が 614 万世帯となっており、共働き世帯を約 500 万世

帯上回っていたものの、平成４年頃から逆転し、平成 29 年では雇用者の共働き世帯の 1,188 万世

帯に対し、男性雇用者と無職の妻から成る世帯が 641 万世帯となっており、男性雇用者と無職の妻

からなる世帯を約 500 万世帯上回っている。 

 

 

 

 

図 1-2-2 年齢別単身世帯数と高齢者世帯数の推移 

図 1-2-3 共働き等世帯数の変化 
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④平均給与の推移 

 １年を通じて勤務した給与所得者の平均給与を平成元年からの推移で見ると、平成元年から平成

９年までは増加傾向であったが、平成 10 年から平成 21年までは減少傾向となっている。 

平成 22 年以降は持ち直し傾向にあるが、平成 29 年の 432 万円はピークであった平成９年の 467

万円と比較すると 30 万円以上の差がある。 

 

 

 
図 1-2-4 １年を通じて勤務した給与所得者の平均給与の推移 
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（２）消費者ニーズの変化 

 本項では消費者ニーズの変化について整理する。具体的には、住宅に対する意向の推移や世帯別

における違いについて述べる。 

①住宅の所有意向 

 住宅の所有意向について尋ねた結果を年代別で見ると、どの世代も住宅を所有したいと考えてい

る人の割合は半数を超えているが、20歳代は約３割が借家で構わないと考えており、他の世代より

も借家で構わないと考える人の割合が若干高くなっている。 

 

 

 

 

②消費者の住宅に関するニーズについて 

 消費者が住宅及び居住環境に関して最も重要と思う項目を見ると（図 1-2-6）、全世帯では「地震

時の住宅の安全性」が 13.2%と最も多く、次いで「治安、犯罪発生の防止」が 9.7%、「住宅の広さや

間取り」が 8.7%、となっている。 

 高齢者世帯に限定して見ると（図 1-2-7）、「住宅の安全性」についての項目が高くなっており、

「住宅の広さや間取り」は全世帯に比べ比率が半数となっている。 

 子育て世帯で限定して見ると（図 1-2-8）、「住宅の広さ」が最も高くなっており、環境面では「学

校や公園など教育・育児施設などへの利便性」が高くなっている。 

 

図 1-2-5 住宅の所有についての希望 （全世帯・年代別） 
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図 1-2-6 住宅及び居住環境に関して最も

重要と思う項目 （全世帯） 

図 1-2-7 住宅及び居住環境に関して最も

重要と思う項目（高齢者世帯） 

図 1-2-8 住宅及び居住環境に関して最も重要と思う項目（子育て世帯） 
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③ニーズとのギャップについて 

 各世帯の持家床面積構造を見ると（図 1-2-9）、100 ㎡以上の住宅に住んでいる高齢単身・夫婦の

持家世帯の割合は約 58％である一方、100 ㎡未満の住宅に住んでいる（主に子育て世帯と考えられ

る世帯）４人以上世帯の持家世帯の割合は約 29％となっている。 

 また、高齢夫婦世帯は住宅の広さや間取りに対して 18.4％が不満と感じている一方、子育て世帯

においては 34.1％が不満と感じている。（図 1-2-10） 

 さらに、高齢者が住宅で困っていることのうち、「住宅が広すぎて管理が大変」という回答が平成

13 年から平成 22 年で増加傾向となっており（図 1-2-11）、高齢者世帯と子育て世帯においてニー

ズとのギャップが発生している。 

 

 

 

  

 

  

図 1-2-9 世帯類型別の持家床面積構造 

図 1-2-10 住宅の広さや間取りに対する評価     図 1-2-11 高齢者が住宅で困っていること 
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④住み替えに対する意向 

 今後５年以内の住み替え意向について尋ねた結果を見ると（図 1-2-12）、主な目的は、「住宅を広

くする、部屋を増やす」が 21.5%と最も多く、次に「子育て・教育の環境を整える」が 19.2%となっ

ている。 

 実際に最近５年間に住み替えた世帯の主な目的と比較すると、「住宅を広くする、部屋を増やす」

「親、子などとの同居・隣居・近居」、「間取り、収納、設備などを使いやすくする」などが、今後

５年以内に住み替え意向を持つ世帯を大きく上回っている。 

 長男・長女の年齢別に今後５年以内の住み替え等の意向について尋ねた結果を見ると（図 1-2-

13）、年齢が低い世帯ほど住み替え意向を持つ割合が大きくなっており、５歳以下の世帯は 32.8%と

最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

持家に居住している全世帯の住み替え先への意向について尋ねた結果を見ると（図 1-2-14）、現

在持家に居住している世帯の意向としては新築住宅が 48.3％となっている一方で、既存住宅は

13.7％となっているものの、平成 15 年以降からは増加傾向にある。現在借家に居住している世帯

図 1-2-12 今後 5 年以内の住み替えの目的（全世帯） 

図 1-2-13 住み替え等の意向（64 歳以下世帯別）（長男・長女の年齢別） 
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も同様に新築住宅への住み替え意向が高いものの、既存住宅への住み替え意向が増加傾向にあり、

平成 25 年では 13.9％となっている。 

また、今後どのような住宅を所有したいかを建て方別に尋ねた結果を見ると（図 1-2-15）、新築

住宅を含めた調査であるため、一概に比較できないものの、既存住宅では戸建てが 6.4％、マンシ

ョンが 5.9％となっており、新築住宅に比べ、戸建てとマンションに大きな差はない。 

 

 

 

 

 

  

図 1-2-14 今後の持家への住み替え先に関する意向 （全世帯） 

図 1-2-15 今後の住宅の所有意向 （建て方別）（全世帯） 
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⑤既存住宅の購入意向について 

 住宅の購入意向について尋ねた結果を年代別に見ると（図 1-2-16）、全年代に新築住宅がよい、

といった回答が多くなっているが、20～29 歳では既存住宅を支持する割合が高くなっており、「既

存戸建て住宅がよい」は 20 歳代では 10.5％となっている一方、50 歳代では 5.0％となっている。 

 既存住宅を購入した理由を見ると（図 1-2-17）、「予算的にみて既存住宅が手頃だったから」が最

も高く、新築住宅に比べ比較的安価な既存住宅を評価する回答が多くみられた。 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-2-16 住宅の購入意向について 

図 1-2-17 既存住宅を購入した理由（複数回答） 
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３．住宅市場の現状 

 本節では住宅市場の推移や将来予測を分析するとともに、住宅産業の経済効果について述べる。 

（１）新設住宅着工戸数と住宅投資の推移 

 新設住宅着工戸数の推移を見ると、昭和 42 年度に 100 万戸を越えた以降、景気の影響などによ

り増減を繰り返しながらも、100 万戸を越える水準で推移していたが、平成 20 年のリーマンショッ

クにより大幅な減少が見られ、平成 21 年度に 40 年ぶりに 100 万戸を下回ったものの、平成 21 年

度以降は緩やかな持ち直しの傾向が継続している。平成 30 年度は、貸家が減少する一方、持家、分

譲住宅が増加して、合計 95.3 万戸となり、２年ぶりの増加（+0.7%）となった。 

 新設住宅投資及びリフォーム投資を見ると、平成 29年ではピーク時の平成８年の 34.2 兆円から

10 兆円以上減少し 23.4 兆円となっている。リフォーム投資は新設住宅投資よりも変動が少なく、

近年は６兆円前後で推移している。 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 新設住宅着工戸数の推移【長期】（年度） 

図 1-3-2 住宅投資の推移 
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（２）住宅着工の経済効果 

 近年の住宅投資の GDP に占める割合を見ると、平成 30 年度は 3.1％となった。 

 住宅投資額は、年額 17.1 兆円の規模であるものの、住宅建設に必要な他の産業部門との取引が

広汎にわたっていることから、住宅投資が誘発する他の産業部門も含めた生産誘発額は、住宅投資

の約２倍の約 33.3 兆円に及んでいる。 

 

 

（３）リフォーム事業者の分類と事業規模 

 主要なリフォーム事業者の分類と事業規模を見ると、リフォーム事業の担い手は「地場工務店」

35,900 社、「住宅設備機器・建材メーカー系」が 14,950 社と多く、新築住宅と比較して小規模事業

者によるシェアが大きいと考えられる。このように様々な業態の事業者が多く、事業規模も幅があ

ることから、消費者が安心して事業者を選択できる環境の整備が必要である。 

 

 

 

図 1-3-3 住宅着工の経済効果について 

図 1-3-4 リフォーム事業者の分類と事業規模 
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（４）今後の新築着工と市場動向の予測 

 将来の新設住宅着工戸数を民間シンクタンクの予測から見ると、将来の消費税引き上げを想定し

ながら、良質な空き家の増加により中古需要が高まることで減少すると予測する民間シンクタンク

もあれば、世帯数の減少や住宅の長寿命化に伴い大きく減少と予測する民間シンクタンクもあるが、

いずれも減少傾向になると予測しており、新築住宅中心のビジネスモデルからの転換が必要である。 

・図 1-3-5 緑線 

 今後、新設住宅着工戸数への影響が強まると予想されるのが、中古需要の増加であり、これまで

中古需要はあまり大きくなかったが、今後は空き家の増加にともなって良質な中古住宅の供給も増

加し、住宅着工を下押しする要因になると考えられ、令和 2(2020)年度に 90 万戸、令和 7(2025)年

度に 79 万戸、令和 12(2030)年度に 73 万戸になると予測される。（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ

ィング） 

・図 1-3-5 青線 

 新設住宅着工戸数に大きく影響を与えると予想される、移動世帯数の減少、住宅の平均築年数の

伸長、名目 GDP のほぼ横ばい、等により住宅着工は減少する見通しと考えられ、令和 2(2020)年度

に 80万戸、令和 7(2025)年度に 73万戸、令和 12(2030)年度に 63万戸なると予測される。（野村総

合研究所） 

 

 

 
  

図 1-3-5 新設住宅着工戸数の推移と民間のシンクタンクの将来予測 
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第２章 既存住宅流通市場の現状 

本章では、既存住宅流通市場の全体像を整理し、既存住宅流通量や流通プロセスごとの現状を把

握・分析する。 

１．政策の体系 

本節では、既存住宅流通政策の全体像と支援施策の整理、及びステークホルダーの相関関係と各

役割について紹介する。 

（１）既存住宅流通市場活性化政策の体系 

既存住宅流通市場の活性化は、「住宅ストックの有効活用」、「市場拡大による経済効果の発現」、

「ライフステージに応じた住替えの円滑化による豊かな住生活の実現」の３つを政策目的として進

めることとしており、これらの目的を達成するための具体的な政策については、「住生活基本計画」、

「成長戦略」、「骨太の方針」等において、「円滑な取引環境の整備」、「良質なストックの形成」、「空

き家の活用・除却」が示されている。更に、これらは「規制」、「制度」、「予算」、「税制」、「金融支

援」の５つによって進められ、国土交通省においても様々な支援施策を講じている。具体的な支援

施策及び法制度を図 2-1-1 に示す。 

 

  

 

  

図 2-1-1 既存住宅流通市場活性化政策の体系 
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（２）既存住宅流通市場の全体像 

既存住宅流通市場の全体像として、政策に関わるステークホルダーとその関係性を図 2-1-2 に示

した。国土交通省は、消費者（売主・買主）が安心して取引できる市場環境の整備や、全国統一の

ルール作りが主な役割であり、既存住宅流通市場の活性化に係る各種予算、税制等によって、それ

ぞれのステークホルダーを支援している。 

既存住宅流通市場の活性化には、国土交通省だけでなく、地方自治体、各団体（不動産関連団体、

既存住宅状況調査技術者登録講習団体、保険協会、住宅リフォーム事業者団体等）、宅地建物取引業

者（以下、宅建業者）、インスペクション業者、保険法人、リフォーム業者、民間金融機関等が関わ

っており、各ステークホルダーが連携し、一体となって取り組むことが重要である。 

 

 

 

 

  

図 2-1-2 既存住宅流通市場の全体像 
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２．既存住宅流通市場の状況 

本節では、不動産業及び既存住宅流通市場の規模を整理し、流通量（特に戸建て・マンション、

地域別、築年数等）を分析する。 

（１）不動産業（市場）の分類 

不動産業は、住宅等を開発・分譲する、不動産の売買・賃貸を仲介する、不動産を管理する、不

動産を賃貸する、出資を募って不動産の開発・売買・賃貸等を行い、その収益を分配するなどの業

態が存在する。それぞれの業態を分類すると、①開発・分譲、②流通（仲介）、③管理、④賃貸、⑤

不動産投資・運用の 5 つの業態に分かれ、既存住宅流通市場の活性化については、②流通（仲介）

業が大きく関与する。 

 

 

 

 

（２）既存住宅流通市場の規模 

不動産業全体の売上高は 43.4 兆円（2017 年度、全産業に占める割合 2.8％）、法人数は 32.9 万

社（同 11.5％）である。また、その中で、流通（仲介）業の売上高及び法人等数は、共に不動産業

全体の 12％を占めている。 

 

 

 
  

図 2-2-1 不動産業（市場）の分類 

図 2-2-2 不動産業の産業規模 
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（３）既存住宅流通量 

総務省が発表した住宅・土地統計調査（平成 30 年）によると、既存住宅の流通量（持家として取

得した既存住宅数）は年間 16 万戸前後で推移しており、全住宅流通量（既存住宅流通戸数＋新築

着工戸数）に占める既存住宅の流通シェアは約 14.5％（平成 30年）と、過去 25年間においては緩

やかに上昇傾向であるものの、近年は横ばいの状態が続いている。また、既存住宅流通量を建物種

別で見ると、平成元年から平成 30 年の間では、一戸建て・長屋建が 9.9 万戸から 8.1 万戸に減少

（▲18％）しているのに対して、共同建（主にマンション）は 4.5 万戸から 7.9 万戸に増加（＋76％）

しており、近年は共同建の流通量の比率が高まっている。 

首都圏における中古マンションの成約件数と新築マンションの新規発売戸数を比較すると、公益

財団法人東日本不動産流通機構（通称：東日本レインズ）（※）での集計開始以降、平成 28 年度に

初めて中古マンションの成約件数が新築マンションの新規発売戸数を逆転し、それ以降、３年連続

で中古マンションの成約件数が新築マンションの新規発売戸数を上回っており、平成30年度では、

新築マンションの発売戸数は約 3.7 万戸、中古マンションの成約件数が約 3.8 万件となっている。 

（※）指定流通機構（レインズ）の制度概要については後述 

 

 

 

 

 

図 2-2-3 既存住宅流通量とシェアの推移 

図 2-2-4 一戸建て・共同建別の既存住宅流通量の推移 
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（４）戸建てとマンションの流動性 

全国における既存住宅の持ち家ストック数（2018 年度）を、建物種別の割合で見ると、戸建てが

約８割以上を占めており、新設住宅着工戸数についても戸建てが約８割を占めている。一方、指定

流通機構（レインズ）への新規登録件数（売りに出された件数）を見ると、マンションの割合が戸

建てを大きく上回っており、マンションの流動性が高いことが分かる。また、マンションの方が、

成約率で3.5ポイントほど高く、成約件数の割合についても、マンションが６割以上を占めている。 

一方で、それぞれを地域別に見ると、首都圏、中京圏、近畿圏の３大都市圏については、持ち家

ストック数及び新設住宅着工戸数の傾向は全国と同様であるが、地方圏（３大都市圏以外）におい

ては、指定流通機構（レインズ）における新規登録件数、成約件数共に戸建ての割合が高い。 

また、戸建ての持ち家ストック数に対し、レインズでの成約物件数の割合を地域別に見ると、地

方圏の割合が 0.11％と最も低く、特に地方圏において戸建ての流動性が低いことが分かる。 

 

  

 

図 2-2-5 首都圏おける中古マンション成約件数と新築マンション新規発売戸数 

図 2-2-6 戸建て住宅とマンションの流動性についての比較（全国） 
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図 2-2-7 戸建て住宅とマンションの流動性についての比較（地域別） 

図 2-2-8 戸建ての持ち家ストック数に対するレインズ成約物件数の割合（地域別） 
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３． 既存住宅流通プロセスの概要 

本節では、宅地建物取引業法の役割や仲介業界の規模、既存住宅の流通の仕組み等を整理し、流

通プロセスごとの現状を把握・分析する。 

（１）宅地建物取引業法をめぐる現状 

① 宅地建物取引業法に基づく取引に係る規制・制度 

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、必要な規制を行うこ

とにより、業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な

発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることで、市場の活性化

を果たしている。主な制度・規制の内容は以下のとおりである。 

○宅地建物取引業 

  ・宅地又は建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うもの 

※宅地：①建物の敷地、②都市計画法上の用途地域内の土地（道路、公園、河川などを除く） 

○免許制度 

  ・１の都道府県のみに事務所 ⇒ 都道府県知事免許 

・２以上の都道府県に事務所 ⇒ 国土交通大臣免許 

○監督規定 

  ・指導、助言、勧告  

  ・指示、業務停止、免許取消処分 

○業務規制 

・営業保証金の供託 

・媒介契約成立後の書面交付（第 34 条の 2）、契約締結前における取引の相手方等への重要事項の

説明及び重要事項説明書の交付（第 35条）、契約成立後の書面交付（第 37条） 

・瑕疵担保責任に係る特約制限、ｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ  等 

○宅地建物取引士制度 

  ・宅地建物取引士資格試験の実施 

・事務所への専任の宅地建物取引士の設置 

・宅地建物取引士による重要事項説明、重要事項説明書への記名押印 

・契約成立後の交付書面への記名押印 

○指定流通機構（レインズ）への登録義務 

  ・指定流通機構は全国に４法人（東日本、中部圏、近畿圏、西日本）が設立 

・専属専任媒介契約及び専任媒介契約（※）による売買物件等を登録し、宅建業者間で広く情報を

交換することにより、適正かつ迅速な不動産取引の成立と流通の円滑化を促進 

（※）媒介契約の種類については後述 

○報酬規制 

・宅建業者が、媒介・代理の依頼者の取引知識や経験が乏しいことに乗じて、依頼者に対して不当

に高額な報酬を請求することがないよう、依頼者の保護及び宅地建物取引の公正の確保を目的とし

て、報酬額の上限を規制。報酬額は、建物の価額に応じた割合を乗じて得た金額以内 

 

② 宅地建物取引業における従事者数及び業者数 

宅地建物取引業1に従事する者の数は、2018 年度末時点においては 57.1 万人であり、2017 年度に

比べ微増しているが、宅建業者数は、2018 年度末時点において約 12.4 万業者と、ここ数年はほぼ

                                                   
1 宅地建物取引業：宅地や建物の売買や交換及び売買や交換、貸借をするときの代理や媒介を業として行うもの 
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横ばいの状況が続いている。また、宅地建物取引士の就業者数2は 2018 年度末時点において約 31.8

万人であり、年々増加している。 

 

 
 

 

 

③ 従業員別にみた不動産取引業の事業所数 

不動産取引業は、従業者規模が 10 人未満の事業所が約 90％を占めており、全産業の約 77％と

比べて、小規模な事業所が多い。 

 

 【事業所数] 

従業者規模 全産業（公務を除く）  不動産取引業 

  5,340,783   63,352   

1～4 人 3,047,110 57.1% 45,184 71.3% 

5～9 人 1,057,293 19.8% 12,794 20.2% 

10～19 人 649,836 12.2% 3,560 5.6% 

20～29 人 232,601 4.4% 757 1.2% 

30～49 人 163,074 3.1% 438 0.7% 

50～99 人 100,428 1.9% 251 0.4% 

100～199 人 39,002 0.7% 115 0.2% 

200～299 人 10,454 0.2% 30 0.0% 

300～499 人 6,808 0.1% 25 0.0% 

500～999 人 3,757 0.1% 7 0.0% 

1,000 人以上 1,658 0.0% 4 0.0% 

出向・派遣従業者のみ 28,762 0.5% 187 0.3% 

 

 

                                                   
2 宅地建物取引士の就業者：取引士証の交付を受け、かつ、宅建業に従事している者 

図 2-3-1 宅地建物取引業における従事者数及び業者数の推移 

図 2-3-2 従業員別にみた不動産取引業の事業所数（平成 28 年） 
出典：総務省「経済センサス」 
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（２）既存住宅の流通の仕組み 

売買時における不動産取引の代表的な流れは下図のとおりである。 

 

 

 

① 売却価格査定 

建物評価は原価法、取引事例比較法、収益還元法の３手法があり、マンションについては、取引

事例が相当程度存在することから、流通市場において取引事例比較法による評価が一般的である。 

一方、戸建て住宅の評価は原価法が中心であるため、住宅の状態にかかわらず、一律に築後 20～

25 年程度で住宅の市場価値がゼロとされる取扱いが一般的である。そのため、明らかに住宅の価値

が回復・向上するリフォーム（設備の定期更新等）を行った場合であっても価格に反映されないこ

とが多い。 

 

② 媒介契約の種類 

媒介契約は以下の３種類であり、それぞれの特徴について説明する。 

・一般媒介契約  ：依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介又は代理を依頼することが可能な契約の

形式。 

・専任媒介契約  ：依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介又は代理を依頼することを禁止する契約

の形式。 

・専属専任媒介契約：依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介又は代理を依頼することを禁止するとと

もに、依頼者が当該宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契

約を締結しない旨の特約をする契約の形式。 

 

 

 

図 2-3-3 不動産取引（売買）の流れ 

図 2-3-4 媒介契約の種類 
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③ 指定流通機構（Real Estate Information Network System：レインズ） 

指定流通機構制度は、昭和 63 年 5 月の宅地建物取引業法の改正(平成 2 年 5 月施行)により創設

され、現在、指定流通機構は全国に４法人（東日本、中部圏、近畿圏、西日本）が設立されている。 

レインズは、宅建業者間で広く情報を交換することにより、適正かつ迅速な不動産取引の成立と

流通円滑化の促進を図ることを目的としており、宅地建物取引業法第 34 条に基づき、専属専任媒

介契約及び専任媒介契約による売買物件には登録義務が有る。また、宅建業者から通知された成約

情報に基づく市況の分析情報を公開し、不動産市場の透明性向上を推進している。 

 

 

 

 

④ 宅建業者が売買・交換の媒介に際して受けることのできる報酬（仲介手数料）の額 

宅地建物取引業法第 46条では、「宅建業者が宅地又は建物の売買、交換又は媒介に関して受ける

ことのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる」としており、宅建業者は、上記の

額を超えて報酬を受けてはならないとされている。この規定により、宅建業者が、媒介・代理の依

頼者の取引知識や経験が乏しいことに乗じて、依頼者に対して不当に高額な報酬を請求することが

ないよう、依頼者の保護及び宅地建物取引の公正の確保を目的として、報酬額の上限を規制してい

る。 

具体的には、売買又は交換の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬額について

は、売買の代金又は交換に係る宅地又は建物の価額を 200 万円以下、200 万円を超え 400 万円以下、

400 万円を超える金額に区分し、この金額にそれぞれ 100 分の 5.5、100 分の 4.4、100 分の 3.3 の

割合を乗じて得た金額を合計した金額以内となっている。 

 

 

 

 

図 2-3-5 指定流通機構を通じた取引の流れ 

図 2-3-6 報酬の上限額について 
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⑤ 片手取引と両手取引 

取引は「片手取引」と「両手取引」の２種類がある。自らが依頼した宅建業者に信頼できる買主

を選定してもらうことができる両手取引は依頼者にとってのメリットといえる。一方、両手取引の

デメリットとして、買主を探す宅建業者が１社だけなので買主を見つけるのに時間がかかるおそれ

があることが挙げられる。 

 

 

 

⑥ インスペクション 

・インスペクションの概要 

インスペクションとは、専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等の部位毎に生じている

ひび割れ、雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測等により調査するものであり、

消費者の意向により任意で実施するものである。既存住宅の売買の対象となる住宅の状態について

正確な情報を理解したうえで、購入の意思決定や交渉ができるようにすることで安心して取引を行

うことができ、引き渡し後のトラブルを軽減する効果が期待できる。 

 

 

図 2-3-7 片手取引と両手取引 

図 2-3-8 インスペクションの概要 
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・既存住宅インスペクション・ガイドライン 

平成 25 年 6 月に国土交通省では、既存住宅インスペクション・ガイドラインを公表した。本ガ

イドラインは、既存住宅売買時の利用を前提とした目視等を中心とする基礎的なインスペクション

である既存住宅の現況検査について、検査方法やサービス提供に際しての留意事項等の指針を示し

たものである。 

また、業務の実施内容として必要十分なものを示すものではなく、適正な業務の実施となるよう、

共通して実施することが望ましいと考えられる最小限の内容を示した内容としている。 

 

 

 

・既存住宅売買瑕疵保険 

インスペクション検査と保証をセットにしたものとして、既存住宅売買瑕疵保険制度がある。 

これは、住宅専門の保険会社（住宅瑕疵担保責任保険法人）が保険を引き受けることで、売買さ

れた既存住宅に欠陥が見つかった場合でも、補修費用等の保険金が事業者（事業者が倒産等の場合

は買主）に支払われるといった仕組みとなっている。インスペクションだけでは単なる状況確認の

みとなるが、瑕疵保険を加えることで補修費用等の保証が加わり、買主は安心して既存住宅の取引

を行うことが可能となる。 

既存住宅売買瑕疵保険の種類は、宅建業者販売タイプと個人間売買タイプの２種類がある。宅建

業者販売タイプは、既存住宅の買取再販（※）等における売買契約に関する保険であり、個人間売

買タイプは、既存住宅の個人間売買における売買契約に関する保険となっている。保険の範囲は、

基礎や柱・梁など構造耐力上主要な部分や、屋根や外壁、窓まわりなど雨水の浸入を防止する部分

であり、保険期間は５年間、２年間、１年間で、補修や修理費用のほか、調査費用や一時的な仮住

まい費用等が支払われるといった内容が一般的である。 

（※）買取再販制度の詳細については後述 

 

図 2-3-9 既存住宅インスペクション・ガイドラインの概要 
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⑦ 重要事項説明 

宅地建物の取引は、動産の取引と比べて権利関係や取引条件が極めて複雑であり、それらを十分

に調査、確認しないで契約を締結すると、当初予定していた利用ができないなど、契約条件を知ら

なかったことによる不測の損害を被ることとなる。そのような紛争が生ずるおそれを防止し、買主

等が十分理解して契約を締結する機会を与えるため、専門的な知識、経験、調査能力を持つ宅建業

者に説明義務を課しているものである。 

重要事項説明については、宅地建物取引士が対面で取引の相手方に説明を行うことが想定されて

おり、これまでに、対面を前提とした取引士証の掲示方法（胸に着用等）や現場での重要事項説明

の推奨に係る通達等を発出している。また、法文上「書面」の交付が必要とされており、電子メー

ルなどの電磁的方法による交付は認められていない。 

図 2-3-10 既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者販売タイプ） 

図 2-3-11 既存住宅売買瑕疵保険（個人間売買タイプ） 
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⑧ 売買契約締結 

先に述べたとおり、宅地建物の取引に関する契約は動産の取引と比べて契約内容や権利関係が極

めて複雑であり、不明確な状態で契約を締結すると、後日になって当事者間に契約内容をめぐって

紛争が生ずる恐れが大きい。そのため、成立した契約内容を明確に書面に記載して、契約当事者相

互に十分認識させ、紛争を防止するために宅建業者に書面の交付義務を課しているものである。宅

建業者は、売買、交換又は貸借の契約が成立したときは、取引の当事者に対し、代金又は借賃の額、

その支払方法など契約書の内容のうち主要な事項を記載した書面（37 条書面）を遅滞なく交付しな

ければならない。また、宅建業者は、この書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書

面に記名押印させなければならない。なお、売買等の契約書の交付をもって 37 条書面の交付とす

ることが認められており、法文上「書面」の交付が必要となる。電子メールなどの電磁的方法によ

る交付は認められていないため、一般的には、宅地建物取引士が契約当事者に対面して交付するこ

ととされている。 

  

図 2-3-12 重要事項説明の項目一覧 
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（３）流通プロセスごとの現状把握 

① 空き家流通から見た現状分析 

地方部における戸建ての流通活性化を図る上で、空き家の流通活性はとても重要である。そこで、

空き家の流通プロセスにおける現状を分析した。 

 

・空き家売却時における売主の改善意向 

空き家売却時における売主の改善意向を見

ると、「売却の際の税制軽減措置」が 58.8%で

最も多く、以下、「仲介業者の紹介」（35.3%）、

「物件情報サイトにおける空家情報の充実」

（26.1%）の順となっており、空き家の売却意

向者は、「売却時の税負担」、「空き家物件を仲

介する宅建業者が僅少」、「空き家物件のマッ

チング性」に課題を感じていることが分かる。 

 

・空き家バンク制度について 

全国で広がる空き家・空き地に対し、地方自治体では、空き家の賃貸や売却を希望する空き家所

有者からの情報を募り、空き家等の活用を希望する人に空き家情報を提供してマッチングを図る

「空き家バンク制度」を整備している。 

主な目的は、移住定住希望者による既存住宅（空き家等）の解消及び地域の活性化にあり、人口

減少や少子高齢化が進む中で、都市部等からの移住者を確保することにより地方創生を目指すとい

うものである。地方自治体が運営する空き家バンクは、全自治体の約３分の２である 1,193 自治体

が設置（平成 31 年 4 月時点）しており、未設置の自治体のうち 222 自治体が準備中又は今後設置

予定である等、各地域の空き家対策としての取組が進んでいる。 

しかしながら、自治体が運営する空き家バンクは、自治体ごとにサイトの仕様が異なり、空き家

等を希望する売主及び買主にとっては、開示情報の項目が異なっているなど分かりづらい状況にあ

る。また、消費者へのアンケートによると、空き家バンクの認知度は、「知っている」が 24.1%と低

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家媒介時の現状 

空き家を建築時期別に見ると、昭和 55 年以前に建築されたものが全体の約 75％と、築古物件が

多いことがわかる。一方で、既存の戸建住宅を建築年代別に見ると、年代が古くなるにつれ、取引

平均価格は下落する傾向にあり、宅建業者にとっては、空き家等の低廉物件の媒介は労力の割に報

酬が少なく、ビジネスとして成り立たちにくいことが分かる。結果として、空き家等の低廉物件の

媒介は、敬遠される傾向が強いというのが実情である。 

図 2-3-15 空き家バンクの認知状況 

図 2-3-13 空き家売却時の売主の改善意向 

図 2-3-14 空き家バンク 
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② 宅建業者による瑕疵保証サービスについて 

近年、所定の条件を満たす媒介物件（築年数、検査の実施等）について、自社の負担で建物や住

宅設備の保証する、いわゆる「瑕疵保証サービス」を提供する宅建業者が増加している。この保証

サービスは、建物検査や保証を無償で提供する場合がほとんどであり、大手宅建業者を中心に広く

行われている。対象とする物件は、一定の築年数以下（戸建ては 30年以内）が多く、宅建業者に

より保証対象や保証期間等が異なる。 

この「瑕疵保証サービス」は、売主と買主の双方にメリットがある。売主にとっては、「物件を

引渡した後に故障や不具合が発生し補修の費用負担が発生するかもしれない」という不安が軽減

され、さらに「検査済み」「保証対象物件」というセールスポイントを付けて売り出すことが可能

である。買主にとっても、事前に検査を受けているため、不具合箇所の有無がはっきりする上に、

「引渡しを受けた後に問題が発生しても保証対応がある」という安心感が得られる。また「保証付

き」と明示されるので、物件選びの際に良し悪しを判断しやすくなる。このように、不動産会社が

瑕疵リスクを負担することで、売主・買主ともに安心して既存住宅を売買することが可能となる。 

一方で、中小宅建業者は資金力の面で保証サービスを展開することは困難である場合があり、大

手宅建業者と比較してハンデになることも考えられる。これについては、購入した住宅に瑕疵が発

見された場合、売主もしくは買主が修補工事等のリスクを負うことになるが、既存住宅売買瑕疵保

険を付保することにより、そのリスクを低減することが考えられる。 

図 2-3-17 既存の戸建住宅の 

築年代別取引件数と平均価格（全国） 

図 2-3-16 空き家の建築時期 
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図 2-3-18 宅建業者の保証と既存住宅売買瑕疵保険の概要 
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（４）買取再販事業 

①買取再販事業の概要 

買取再販事業は、不動産取引について様々なノウハウを有する宅建業者が、既存住宅を取得し、

効率的・効果的にリフォームを行った後に販売する事業形態である。既存住宅の質に対する消費者

の不安感を払拭し、既存住宅流通市場の活性化に大きな役割を果たすものとして期待されている。 

 

 

 

           

    図 2-3-20 買取再販事業の概要 

 

 

②買取再販事業の利点 

 買取再販事業の利点として、消費者自らリフォームを実施するよりも、物件の質が確保される。

また、宅建業者（買取再販事業者）は、最低２年間は必ず瑕疵担保責任を負うため、個人間売買（瑕

疵担保責任期間は３ヶ月間が一般的）よりも買主が保護されており、安心して既存住宅を購入する

ことができる。 

  

図 2-3-19 買取再販事業の概要 


